
社会福祉法人渓仁会 女性活躍推進法に基づく行動計画  

 

社会福祉法人渓仁会が運営する多様な社会福祉事業で働く女性職員比率は、７０％を占め

ており、女性職員の活躍の推進に資するために、以下の行動計画を策定します。 

 

１ 計画期間 令和 ６年 ４月 １日から令和１０年 ３月３１日までの４年間 

 

 

２ 目標と実施期間・取組内容 

目標１  

女性職員に職業生活に関する機会を提供できるよう積極的に管理職に登用し、 

部長・次長・課長の女性職員比率を３０％以上にします。 

＜実施期間・取組内容＞ 

・令和 ６年 ４月 １日から令和１０年 ３月３１日まで  

女性職員を対象とした「女性健康推進会議」を開催します。 

女性職員が健康で働きやすい職場環境を構築し、女性職員の活躍を推進します。 

女性職員を積極的に管理職に登用します。 

 

・令和１０年 １月 １日付で 

部長・次長・課長の女性職員比率を３０％以上にします。 

 

目標２  

職業生活と家庭生活との両立する時間が持てるよう年次有給休暇の計画的な取得を促進し、

年次有給休暇取得率を７５％以上にします。 

＜実施期間・取組内容＞ 

・令和 ６年 ４月 １日から令和１０年 ３月３１日まで  

四半期ごとに施設別・事業別・職種別の年次有給休暇取得率を集計・報告します。 

年次有給休暇の取得を促進します。 

 

・令和 ９年 ４月 １日から令和１０年 ３月３１日まで  

令和９年度の年次有給休暇取得率を７５％以上とします。 


